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モトクロス競技会における 2018 規則改訂のポイントについて                   （2018 年 1 ⽉ 31 ⽇） 

付則 15  モトクロス競技規則 （235 ページ〜）                                        

  4  レース中の公式シグナル（合図） 

  （イエローフラッグの意味、適⽤区間、注意点） 

 
 

付則 15  モトクロス競技規則 （245 ページ〜）                                        

  31 抗議 

  （1）⾞両分解検査における作業⼯賃を部品別に、⼀律に⾦額が設定された。 

  （2）⾞両分解を要する抗議は、決勝レース（ヒートⅡ）が終了し、暫定結果発表の後に対応することが明記された。 
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付則 16  全⽇本モトクロス選⼿権⼤会 特別規則 （247 ページ〜）                                 

  4  開催部⾨・クラス 

全⽇本モトクロス選⼿権シリーズにおける計測システム・オペレーター、エントリー窓⼝・エントリー⽅法は、MFJ モトクロス委員会の⽰す 

統⼀の⽅法で⾏われる。 

 全⽇本モトクロス選⼿権シリーズ（全戦）のエントリー先 

BEREX（ビィレックス）  〒729-3102 広島県福⼭市新市町相⽅ 2472  ☎0847-44-0036 

Web エントリー   http://entry.eigyo.co.jp/berex/ 

 全⽇本モトクロス選⼿権シリーズ（全戦）の計測業務 

マックスブレイン       〒649-7202 和歌⼭県橋本市⾼野⼝町伏原 834-1207 ☎0736-42-5226 

（1）これまでの⼤会ごとのエントリー制度に加え、「年間エントリー制度」が、IA、IB、レディース参加選⼿に対し、新たに設定された。 

    エントリー⽤紙のダウンロード    http://www.mfj.or.jp/user/contents/shinseisyo/shinseisyo-alljapan.html 

    ※年間エントリー者にのみ、⼤会開催期間の（⾦）に専⽤の選⼿受付時間を設定し、対応します。 

 

付則 16  全⽇本モトクロス選⼿権⼤会 特別規則 （248 ページ〜）                             

  9  レースアドバイザーの役割 

2018 年度全⽇本モトクロス選⼿権シリーズのレースアドバイザーの紹介 

 熱⽥ ⾼輝（あつた たかてる）⽒    

          1975 年 8 ⽉ 29 ⽇⽣まれ （42 歳）  宮城県出⾝ 

          1996 年スーパークロス部⾨ 250cc シリーズチャンピオン 

ワークス歴  Team SUZUKI 

 北居 良樹（きたい よしき） ⽒ 

          1983 年 10 ⽉ 8 ⽇⽣まれ （34 歳）  ⼤阪府 

          2005 年 IA2 クラス（ランキング 4 位）/2007 年 IA1 クラス（ランキング 5 位） 

ワークス歴  Team SUZUKI 
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付則 16  全⽇本モトクロス選⼿権⼤会 特別規則 （252 ページ〜）                             

  15  ⾞両検査 

 業務簡素化の為、IA1、IA2 の⾳量測定の対応⽅法が変更された。 

 第 1 戦    ・・・ 出場全⾞、事前⾳量測定を⾏う。（これまで通り）  

→ 合格したサイレンサーにマーキング（ゼッケン番号の記載は廃⽌）を⾏う。（スペアも含む） 

 第 2 戦以降 ・・・ IA1、IA2 の選⼿受付時に抽選を⾏い、⾳量測定対象者を選定する。 

            → 過去⾳量測定を受けたマーキングの無いサイレンサーを使⽤する場合は、抽選対象でなくとも 

⾳量測定を受けなければならない。（初めて出場する者、初めて使うサイレンサー） 

 国際 B 級、レディースクラスは、予選出⾛前にスタート前チェックでペイントが付けられ、予選通過者（リザーブ含む）に
対し、出⾛前にペイントが付けられたサイレンサーに対し⾳量測定を⾏う。（これまで通り） 

 IA1、IA2、IBOPEN、レディースクラスは、決勝レース終了後に 1 位〜6 位を⾞両保管し、⾳量測定を⾏う。 

（これまで通り）  

 事前⾳量測定受付時間に、希望者は⾳量測定を受けることができる。（⾞検⻑の許可が必要） 

 

付則 16  全⽇本モトクロス選⼿権⼤会 特別規則 （253 ページ〜）                             

  17  コースの下⾒ 

コースの下⾒を⾏う場合の規則が新たに設定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付則 16  全⽇本モトクロス選⼿権⼤会 特別規則 （253 ページ〜）                             

  18  フリープラクティスおよび公式練習 

公式練習で⾛⾏できる⾞両は、当該競技会に出場することを許可された⾞検合格済の⾞両のみとする。 
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付則 16  全⽇本モトクロス選⼿権⼤会 特別規則 （256 ページ〜）                             

  20  スタート 

      ⾃分のスタートエリア外から⼟等を搬⼊する⾏為は、禁⽌する。 

 

付則 17  モトクロス 基本仕様 （267 ページ〜）                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付則 18-2  50cc クラスの仕様について （281 ページ〜）                                        

  4  公認⾞両に対し、下記以外の改造、変更は認められない。 
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★競技参加にあたり・・・ 

 

第 3 章 競技会 （39 ページ〜）                                                  

  14  競技参加者の適合性 

14-1  ライダーは常にマシンを安全にコントロールでき、且つ各ポストからの指⽰（フラッグおよびボード）を確認し的確に判
断できる健康状態でなければならない。安全にマシンをコントロール出来ない状態、または的確な判断や確認が出来
ない健康状態であると⼤会審査委員会から判断された場合は、本⼈または他のライダーに危険を及ぼすことを理由
に、当該レース（ウィーク）の出⾛は認められない。該当ライダー（またはチーム監督）には、該当⼤会の事務局
（内容は担当メディカルドクターから指⽰）から次⼤会出場の為の処⽅指⽰を記載した通告書が渡される。当該ラ
イダーおよびチーム監督は、該当ライダーが出場する次⼤会まで（次⼤会受付時）に、通告書に従った処置（必
要により診断書の提出）を⾏わなければならない。 

 

第 3 章 競技会 （46 ページ〜）                                                  

  31  ライダーの健康に関するガイドライン 

      31-2  脳震盪について 

          脳震盪は頭部への直接または間接的な衝撃によって起こる脳機能障害です。 

          特に短期間に⼆度の脳震盪を起こすことは⾮常に重⼤な障害をもたらす恐れがあり、また、症状を抱えたまま⾛⾏ 
することは他のライダーに危険を及ぼす恐れがあることから、脳震盪が疑われる場合、医療機関で受診して下さい。 

       

※転倒事故等で脳震盪と診断された選⼿は、次に出場する⼤会の主催事務局に脳神経外科で受診し、症状に異常が無いこと 
を証明する診断書を提出しなければ、出場することができません。 
また、公式練習・予選レース・決勝における転倒事故等で脳震盪の疑いのある選⼿は、当該競技会のレーシングドクターの診断 
を受け症状に異常が無いことが確認された上で⼤会審査委員会の許可を得なければ、当⽇の競技会の出場を拒否される場合 
があります。 

 

第 3 章 競技会 （46 ページ〜）                                                  

  31  ライダーの健康に関するガイドライン 

      31-4  メディカルパスポート 

          ライダーおよびチームは競技参加ライダーの健康管理状態を把握するためのメディカルパスポートの記⼊および管理を 

⾏い、メディカルドクターにいつでも提供できる様に、常に携帯しなければならない。 

（メディカルパスポートの原紙は MFJ ホームページよりダウンロードして使⽤して下さい） 

http://www.mfj.or.jp/user/contents/Applications/medical_passport/index.html 

 

以上 
MFJ モトクロス委員会 


